
 　 　　　　「運転中のながらスマホ」

　 　　　　「酒気帯び運転」は、

　 　　　　自転車運転者講習制度の

　 　　　　対象になります。

  自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそ

　れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者

　は講習制度の対象となります。 ＊受講命令違反 ５万円以下の罰金

　 信号無視、携帯電話使用等、酒気帯び運転等、通行

   禁止道路（場所）の通行、歩道での歩行者妨害等、

   遮断踏切への立ち入り、一時停止場所での不停止や

   交差車両等の通行妨害など １6の自転車危険行為

　　　　　 　重大事故を防ぐため

　　　 交通ルールを遵守しましょう。

自転車運転者講習制度　
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目指そう・事故ゼロ！
～安全で安心な交通社会を！～江南市・岩倉市・大口町
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※停止中の操作は対象外


